
保育の必要性は
ありますか？
※認定事由に該当する
かしないか

いいえ

はい

現在利用している施設・事業は？

現在利用して
いる施設は？

認定こども園（幼稚園として利用）
私立幼稚園（新制度）・公立幼稚園

私立幼稚園（新制度未移行）
国立大附属幼稚園

上記以外

満３～５歳児・・・保育料無償

満３～５歳児・・・施設等利用給付の給付
私立幼稚園：月25,700円まで
国立大附属：月8,700円まで

無償化の対象となりません

上記以外 無償化の対象となりません

保育所・地域型保育事業
・認定こども園（保育所として利用）

３～５歳児・・・保育料無償
０～２歳児・・・住民税非課税世帯は保育料無償

認可外保育施設※・一時預かり事業・病児保育
ファミリー・サポート・センター事業

私立幼稚園（新制度未移行）
国立大附属幼稚園

満３～５歳児・・・施設等利用給付の給付
私立幼稚園：月25,700円まで
国立大附属：月8,700円まで

認定こども園（幼稚園として利用）
私立幼稚園（新制度）・公立幼稚園

満３～５歳児・・・保育料無償
さ
ら
に
預
か
り
保
育

等
を
利
用

※届け出がされ、指導監督基準を満たしている施設に限る

施設等利用給付の給付
３～５歳児・・・月37,000円まで
０～２歳児・・・月42,000円まで

施設等利用給付の給付
３～５歳児
：月11,300円まで
満３歳児（住民税非課税世帯）
：月16,300円まで
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幼児教育・保育の無償化 フロー図

認定様式②


